
１－７　公費の不正執行又は手当等の不正受給に係る懲戒処分等の状況一覧（平成２３年度）
（ 単位：人）　

北 海 道 23 6 22 (2) (2) (3) (5) ＰＴＡ会計等からの着服等にかかる監督責任

23 8 10 (3) (3) (3) ＰＴＡ会計等からの着服等にかかる監督責任

青 森 県 23 10 12 1 (5) 1 (5) 1 (5) 災害共済給付金の不適切な会計処理

岩 手 県 23 8 22 1 (1) 1 (1) 1 (1) 旅費の不正受給

宮 城 県 23 10 20 1 1 2 2 報酬の不正受給

24 3 27 1 1 災害共済給付金の不適切な会計処理

秋 田 県 23 9 15 (2) (2) 不適正な会計処理に関する管理監督責任

茨 城 県 23 6 29 (1) (1) (2) (3) 公金横領に対する管理監督責任

埼 玉 県 23 11 21 1 1 私費会計の不適切な事務処理

23 11 21 1 1 (2) 1 (2) 公金の詐取。及びその管理監督責任。

千 葉 県 23 4 20 (1) (1) (1) 不正経理にかかる監督責任

23 7 25 1 (1) 1 (1) 部活動の私費会計にかかる不適切な処理

24 1 18 (1) (1) 住居手当の不正支給及びその管理監督責任

東 京 都 23 6 6 1 1 通勤手当の不正受給

23 6 6 1 1 通勤手当の不正受給

23 6 6 1 1 学校徴収金の不適切な管理

23 6 6 1 1 学校徴収金の不適切な管理

23 6 15 1 1 通勤手当の不正受給

23 6 15 1 1 通勤手当の不正受給

23 6 15 1 1 通勤手当の不正受給

23 7 15 1 1 1 通勤手当の不正受給

23 7 15 1 1 通勤手当の不正受給

23 9 8 1 1 通勤手当の不正受給

23 9 8 1 1 通勤手当の不正受給

23 12 16 1 1 通勤手当の不正受給

24 1 12 1 1 1 通勤手当の不正受給,旅費の不正受給

24 2 2 1 1 通勤手当の不正受給

24 2 15 (1) (1)
学校徴収金の返還に係る事務処理懈怠の管理監督責
任

24 3 23 1 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給及びその管理監督責任

24 3 23 1 1 通勤手当の不正受給

24 3 23 1 1 通勤手当の不正受給

24 3 29 (1) (1) ＰＴＡ会費及び親睦会費の横領の管理監督責任

24 3 29 1 (1) 1 (1) 不適正な会計処理及びその管理監督責任

24 3 29 1 1 通勤手当の不正受給

神奈川県 23 7 14 2 (2) 2 (2) 部活動運営経費等の着服及びその管理監督責任

23 12 21 1 (1) 1 (1) 2 3 (1) 親睦会費等の着服・窃取及びその管理監督責任

24 3 28 1 (1) 1 (1) 住居手当等の不正な受給及びその管理監督責任

静 岡 県 23 4 21 1 1 (2) 1 (2) 保護者会会計の横領及びその管理監督責任

24 3 29 1 1 扶養手当の不適正な受給

愛 知 県 24 1 16 (1) (1) (1) 私費会計の着服。

滋 賀 県 23 5 2 1 1 (1) 1 (1) 部活動費の横領及びその監督者責任

23 7 22 1 1 (1) 1 (1) 給食費の横領及びその監督者責任

京 都 府 23 12 15 (1) (1) 不適正な会計処理の監督者責任
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大 阪 府 23 7 19 1 1 1 親睦会費等の私的流用

23 7 19 1 1 1 住居手当の不正受給

23 7 19 2 2 (1) 2 (1) 通勤手当の不正受給

23 11 28 1 1 通勤手当の不正受給

24 1 13 1 1 1 合宿付添義務の未従事及び付き添い費の不正受給

24 2 24 1 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

24 2 24 1 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

24 2 24 1 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

24 3 27 1 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

24 3 27 1 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

24 3 27 1 1 通勤手当の不正受給

24 3 27 1 1 通勤手当の不正受給

24 3 27 1 1 通勤手当の不正受給

兵 庫 県 23 11 10 1 1 1 団体費の横領

23 11 10 1 1 1 団体費の横領

奈 良 県 23 3 2 (1) (1) (1) 公金等の私的流用に係る管理監督責任

鳥 取 県 23 6 28 (1) (1) 学校徴収金の不適切な会計処理の管理監督責任

23 9 6 1 1 (1) 1 (1)
職員親睦会会費及び学校徴収金の横領及びその管理
監督責任

広 島 県 23 8 23 1 1 1 団体費の横領

愛 媛 県 23 5 18 1 1 住居手当の不正受給

23 5 18 1 1 住居手当の不正受給

24 2 14 1 1 扶養手当等の不正受給

24 2 15 1 1 住居手当の不正受給

24 2 17 1 1 住居手当の不正受給

佐 賀 県 24 3 23 1 1 2 2 PTA会計等の横領

長 崎 県 24 2 20 (3) (3) (3) 手当て不正受給等に対する管理監督責任

熊 本 県 24 3 23 1 (1) 1 (1) 経理処理の誤り

24 3 23 (1) (1) 経理処理の誤り

24 3 23 (1) (1) 経理処理の誤り

宮 崎 県 24 3 28 1 1 (1) 1 (1) 教員特殊業務手当の不正受給

仙 台 市 24 2 3 1 1 (1) 1 (1) 不適切な事務手続及びその管理責任

24 3 16 1 (1) (1) 1 (2) 1 (2) 団体費の横領

さいたま市 23 7 22 1 (2) 1 (2) 部活動費の不適切な会計処理及びその監督責任

横 浜 市 23 5 23 2 2 不適切な予算執行

横 浜 市 23 8 3 1 1 通勤手当の不正受給

横 浜 市 24 1 18 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

横 浜 市 24 2 21 1 (1) 1 (1) 通勤手当の不正受給

横 浜 市 24 3 22 3 3 3 職員による給食費の横領

大 阪 市 23 6 8 (1) (1) ＰＴＡ会計等の横領の管理責任

大 阪 市 24 3 30 1 1 不適切な会計処理

岡 山 市 24 3 29 (81) (81) 不適正な会計処理の管理監督責任

広 島 市 24 3 27 8 (1) 8 (1) 不適正な経理処理と及び管理責任

北九州市 24 3 27 1 (1) 1 (1) ＰＴＡ会計の不適切な会計処理

福 岡 市 23 8 2 1 1 (1) 1 (1) 旅費の不正受給

12 5 14 (1) 4 (20) 35 (21) 51 (125) 86 (146)

（注）　（　）内は、非違行為を行った所属職員（事務職員等含む。）に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。
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